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素案からの主な変更点について 
 

○…今回資料事前送付時に変更済の点 

●…事前送付時にいただいた意見を踏まえて変更した点 

 

１ 素案との主な変更点等 

(1) 「５ 課題のまとめ」を「第６章 現状評価」として整理 

○県全体の水道の現況と将来の見通しを踏まえて、以下の３つの視点に沿って評価軸を設定 

(1) 水道サービスの持続性は確保されているか（持続） 

(2) 危機管理への対応は徹底されているか（強靭） 

(3) 安全な水の供給は保障されているか（安全） 

●項目内の記載順序を、「現状分析→評価と課題」から、「評価と課題を概観→評価に用いた

指標やデータについての分析」に組み替え 

○圏域ごとの課題については、圏域ごとには記載せず、特徴的な圏域があれば、本文中でそ

の都度記述 

 

(2) 「６ 県内水道の方向性とその実現方法」を「第７章 県内水道のあるべき姿と実現に向

けての具体的方策」として整理 

○『基本理念 ⇒ 基本方針 ⇒   目標   ⇒ 具体的方策』の施策体系を 

『基本理念 ⇒ 基本目標 ⇒  取組の方向性 ⇒ 具体的方策』へ変更 

○基本目標の下に、「第６章」で抽出した課題への対応策として関連付けられる「取組の方向

性」を設定 

○「取組の方向性と具体的方策」では、取組が必要な理由と取組の実施にあたっての考え方

を整理し、それに沿った「具体的方策」を記載 

○「具体的方策」は特に優先順位が高い項目について「指標」及び「計画期間内の目標値」を

設定し、重点的に推進することを記載するとともに、一部指標については事業規模に応

じて目標値を差別化 

 

  ●「指標」について、「経営戦略の策定」「公営水道事業者数」「給水栓の水質基準超過件数」

を指標に追加。その他、目標値や達成時期等について再精査 

 

(3) 「第７章 ４ 広域連携の推進」の記述について 

●「(1) 国の動向」から「(1)広域連携について」とし、具体的施策の推進に当たっての広域

連携の有効性、重要性について記述 

○「(2) 本県における広域連携の方向性」として、長野県における広域化に対する考え方を

記述 
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●「(3) 計画期間の取組」から「(3) 検討の場の設置」として、圏域ごと「検討の場」を設

置し、その圏域における水供給のあり方や具体的な連携策についての検討を促す。 

○「(4) 各圏域の取組方策等」として、圏域毎において考えられる「連携策の分野」を記述

し、「検討の場」で具体的な連携策の検討を進める。 

 

  ●「(5) 連携方策の取組事例」として、(4)の実施に当たっての参考となる「連携の形態」を

記述 

 

(4) その他 

○「３ 圏域の設定」を「第３章 水道の現況」の後ろに第４章として移動し、その中で圏

域毎の一般概況に加え、水道の特徴、官民連携や広域連携の取組について記述 

 

●この他、全般的な語句の整理、図表やコラム部分を整備 

 

２ 施策体系と指標及び目標値 

(1) 施策体系 

【基本理念】      【基本目標】    【取組の方向性】 【設定する指標】 
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(2) 指標及び計画期間内の目標値 

 


